
関水対協ニュース

富士川部会 水質事故対策講習会を開催しました（平成２５年１１月１４日）

平成２５年１１月１４日（木）、富士川部会水質事故対策講習会を開催しました。講習会は室内講習と現地講習の２
部構成で実施し、第１部は富士市富士川ふれあいホールにて、水質事故発生時の通報における注意点や、油類及
び化学物質等が河川に流出した際の注意点・対策技術の講習を行い、第２部では富士川の河川敷（富士市岩淵地
先）にて実地対策として、油類が流出した事を想定した流出拡大を防ぐためのオイルフェンス展張及びオイルマット
の設置、そして化学物質等が流出した事を想定した原因物質を特定するための簡易水質調査を実施しました。
講習会には、山梨県、静岡県、静岡市、富士市、富士宮市の職員、消防署員、防災エキスパート、甲府河川国道

事務所職員及び維持工事業者ら約６０名が参加しました。この講習会での経験を、水質事故が発生した場合のより
迅速な対応に活かしていきたいと考えています。

関東地方水質汚濁対策連絡協議会 会報 NO.４５

（２０１４．３．２８）

専門講師による講義（室内講習）室内講習会の実施状況

関水対協「富士川部会」を開催しました（平成２５年９月４日）

平成２５年９月４日（水）、関東地方水質汚濁対策連絡協議会「富
士川部会」を開催しました。
富士川部会を構成する各県、甲府河川国道事務所の各担当者が

出席し、富士川における水質状況・水質事故の発生状況について
の報告、富士川部会の取り組み内容等についての意見交換を行い
ました。
富士川は急流河川であり、河川に油や化学物質等が流出すると

短時間で流下し、その影響が広範囲にわたるおそれがあります。
水質事故を最小限に防ぐには迅速かつ的確な情報伝達と現地対

策が重要であり、各機関が一致団結して取り組んでいくことの重要
性をあらためて確認しました。

専門講師による講義（室内講習）

現地でのオイルフェンス設置状況 簡易水質測定実施状況

室内講習会の実施状況

実施状況（甲府河川国道事務所会議室）
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静岡県における水質事故発生状況について

静岡県内における水質事故発生状況は、平成21年度以降80件を超えており、平成25年度は２

月末までで95件に達しています。水質事故の内訳で最も多いのは油の流出事故で、その原因は、

平成24年度では自動車事故によるものが最も多く、貯油事業場や農業用貯油施設からの事故も多

い状況です。また、原因者は平成24年度では事業者によるものが47％を占めています。

静岡県では魚のへい死事故に迅速に対応するため、「魚類へい死対応マニュアル」を作成して

います。これはホームページにも掲載し、関係機関だけでなく一般県民にも参照できるようにし

ています。
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※平成25年度は２月末までのデータです。
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